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(57)【要約】
【課題】車両の運転の妨げにならないようにユーザの診
断を支援する。
【解決手段】脈波センサ３０１を用いてユーザの心拍数
を計測する心拍計測部３０２と、脈波センサ３０１を用
いてユーザの血圧を計測する血圧計測部３０３と、計測
した心拍数若しくは血圧が異常か否かを判定する異常判
定部３０５と、ユーザが乗車中の車両が停車したかを判
定する停車判定部３０６と、異常判定部３０５で心拍数
若しくは血圧が異常と判定したことに基づいた問診を行
う提示部３５とを備え、提示部３５は、異常判定部３０
５で心拍数若しくは血圧が異常と判定した場合であって
も、停車判定部３０６で車両が停車したと判定するまで
は問診を行わない。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの生体情報を計測する生体センサ（３０１，３０２，３０３）と、
　前記生体センサで計測した前記生体情報が異常か否かを判定する異常判定部（３０５）
と、
　前記異常判定部で前記生体情報が異常と判定したことに基づいた、ユーザを診断するた
めの問診を行う問診部（３５，３５ｂ）とを備える診断支援装置であって、
　前記ユーザが乗車中の車両が停車したかを判定する停車判定部（３０６）を備え、
　前記問診部は、前記停車判定部で前記車両が停車したと判定するまでは前記問診を行わ
ない診断支援装置。
【請求項２】
　ユーザの生体情報を計測する生体センサ（３０１，３０２，３０３）と、
　前記生体センサで計測した前記生体情報が異常か否かを判定する異常判定部（３０５）
と、
　前記異常判定部で前記生体情報が異常と判定したことに基づいた、ユーザを診断するた
めの問診を行う問診部（３５，３５ｂ）とを備える診断支援装置であって、
　前記ユーザが乗車中の車両が停車したかを判定する停車判定部（３０６）と、
　前記ユーザが前記車両のドライバか否かを判定する運転判定部（３１０）とを備え、
　前記問診部は、前記運転判定部で前記ユーザが前記車両のドライバと判定した場合には
、前記停車判定部で前記車両が停車したと判定するまでは前記問診を行わない一方、前記
運転判定部で前記ユーザが前記車両のドライバでないと判定した場合には、前記停車判定
部で前記車両が停車したと判定しなくても前記問診を行う診断支援装置。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記異常判定部で前記生体情報が異常と所定時間内に設定回数以上判定した場合であっ
て、且つ、前記運転判定部で前記ユーザが前記車両のドライバと判定した場合には、前記
ユーザに前記車両の停車を促す診断支援装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項において、
　前記異常判定部で前記生体情報が異常と判定した場合に、前記問診についての問診デー
タを送信するトリガとなるトリガ情報を、前記問診データを送信するサーバに送信する送
信部（３４）を備え、
　前記問診部は、前記サーバから送信される前記問診データに基づいて前記問診を行う診
断支援装置。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記送信部は、前記停車判定部で前記車両が停車したと判定した場合に、前記車両が停
車したことを示す停車情報を、前記トリガ情報を受信したことに加えて前記停車情報を受
信したことを条件に前記問診データを送信する前記サーバに送信する診断支援装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項において、
　前記異常判定部で前記生体情報が異常と判定した場合に、前記生体情報の異常を示す報
知を行わせる報知処理部（３０７）を備える診断支援装置。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記報知処理部は、前記停車判定部で前記車両が停車したと判定するまでに前記報知を
行わせた場合には、前記停車判定部で前記車両が停車したと判定した場合に再度の前記報
知を行わせ、
　前記問診部は、その再度の前記報知を前記報知処理部で行わせてから前記問診を行う診
断支援装置。
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【請求項８】
　請求項６又は７において、
　前記ユーザが疾病者か否かを予め記憶している疾病記憶部（３０８，３０８ａ）を備え
、
　前記疾病記憶部に前記ユーザが疾病者と予め記憶されている場合には、前記異常判定部
で前記生体情報が異常と判定した場合に、前記報知処理部で前記報知を行わせる一方、前
記問診部で前記問診を行わない診断支援装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項において、
　前記ユーザに装着されて用いられる診断支援装置。
【請求項１０】
　ユーザの生体情報を計測する生体センサ（３０１，３０２，３０３）と、
　前記生体センサで計測した前記生体情報が異常か否かを判定する異常判定部（３０５）
と、
　前記異常判定部で前記生体情報が異常と判定したことに基づいた、ユーザを診断するた
めの問診を行う問診部（３５）とを備える診断支援装置（３）と、
　前記問診についての問診データを送信するサーバ（４）とを含み、
　前記診断支援装置は、
　前記ユーザが乗車中の車両が停車したかを判定する停車判定部（３０６）と、
　前記異常判定部で前記生体情報が異常と判定した場合に、前記問診データを送信するト
リガとなるトリガ情報を前記サーバに送信するとともに、前記停車判定部で前記車両が停
車したと判定した場合に、前記車両が停車したことを示す停車情報を前記サーバに送信す
る送信部（３４）とを備え、
　前記サーバは、前記トリガ情報を受信したことに加えて前記停車情報を受信した場合に
前記問診データを送信する一方、前記停車情報を受信していない場合には前記問診データ
を送信せず、
　前記問診部は、前記サーバから前記問診データを受信するまでは前記問診を行わない診
断支援システム。
【請求項１１】
　ユーザの生体情報を計測する生体センサ（３０１，３０２，３０３）と、
　前記生体センサで計測した前記生体情報が異常か否かを判定する異常判定部（３０５）
と、
　前記異常判定部で前記生体情報が異常と判定したことに基づいた、ユーザを診断するた
めの問診を行う問診部（３５）とを備える診断支援装置（３ａ）と、
　前記問診についての問診データを送信するサーバ（４ａ）とを含み、
　前記診断支援装置は、
　前記ユーザが乗車中の車両が停車したかを判定する停車判定部（３０６）と、
　前記ユーザが前記車両のドライバか否かを判定する運転判定部（３１０）と
　前記運転判定部での判定結果に加え、前記異常判定部で前記生体情報が異常と判定した
場合に、前記問診データを送信するトリガとなるトリガ情報を前記サーバに送信するとと
もに、前記停車判定部で前記車両が停車したと判定した場合に、前記車両が停車したこと
を示す停車情報を前記サーバに送信する送信部（３４）とを備え、
　前記サーバは、前記運転判定部での判定結果が前記車両のドライバであることを示す場
合には、前記トリガ情報を受信したことに加えて前記停車情報を受信した場合に前記問診
データを送信する一方、前記停車情報を受信していない場合には前記問診データを送信せ
ず、前記運転判定部での判定結果が前記車両のドライバでないことを示す場合には、前記
停車情報を受信したか否かに関わらず、前記トリガ情報を受信した場合に前記問診データ
を送信し、
　前記問診部は、前記サーバから前記問診データを受信するまでは前記問診を行わない診
断支援システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザの診断を支援する診断支援装置、及びこの診断支援装置を含む診断支
援システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ユーザの診断を支援する技術が知られている。特許文献１には、ユーザに装着さ
れたセンサでの心拍等の生体情報の計測結果を携帯情報端末に転送し、携帯情報端末でそ
の計測結果の異常を判定した場合にユーザに向けて問診を行い、問診に対する回答の入力
結果からユーザの体調を診断する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１１８６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ユーザが車両に乗車している間に心拍といった生体情報を計測することには利点がある
と考えられる。例えば、乗車中は様々な交通シーンによって精神的な緊張を強いられる場
合が多々あり、ユーザが疾患を抱えている場合には、安静時に比べて生体情報に変化が現
れやすいと考えられる。また、乗車中は大きな体動も少ないので精度良く生体信号を計測
し易いとも考えられる。これに対して、特許文献１に開示の技術は、仮に車両で用いたと
すると、ユーザが車両の運転中に生体情報の異常を判定した場合、携帯情報端末からユー
ザに向けて問診が行われてしまい、運転の妨げになってしまう問題点が生じる。
【０００５】
　本発明は、この事情に基づいて成されたものであり、その目的とするところは、車両の
運転の妨げにならないようにユーザの診断を支援する診断支援装置及び診断支援システム
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的は独立請求項に記載の特徴の組み合わせにより達成され、また、下位請求項は
、発明の更なる有利な具体例を規定する。特許請求の範囲に記載した括弧内の符号は、一
つの態様として後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであって、
本発明の技術的範囲を限定するものではない。
【０００７】
　上記目的を達成するために、第１の発明の診断支援装置は、ユーザの生体情報を計測す
る生体センサ（３０１，３０２，３０３）と、生体センサで計測した生体情報が異常か否
かを判定する異常判定部（３０５）と、異常判定部で生体情報が異常と判定したことに基
づいた、ユーザを診断するための問診を行う問診部（３５，３５ｂ）とを備える診断支援
装置であって、ユーザが乗車中の車両が停車したかを判定する停車判定部（３０６）を備
え、問診部は、停車判定部で車両が停車したと判定するまでは問診を行わない。
【０００８】
　これによれば、生体センサで計測した生体情報が異常と異常判定部で判定した場合であ
っても、車両が停車したと停車判定部で判定するまでは、ユーザを診断するための問診を
行わない。よって、ユーザが車両を運転中であったとしても、運転中に問診を行わないた
め、問診によって運転を妨げずに済む。その結果、車両の運転の妨げにならないようにユ
ーザの診断を支援することが可能になる。
【０００９】
　また、第２の発明の診断支援装置は、ユーザの生体情報を計測する生体センサ（３０１
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，３０２，３０３）と、生体センサで計測した生体情報が異常か否かを判定する異常判定
部（３０５）と、異常判定部で生体情報が異常と判定したことに基づいた、ユーザを診断
するための問診を行う問診部（３５，３５ｂ）とを備える診断支援装置であって、ユーザ
が乗車中の車両が停車したかを判定する停車判定部（３０６）と、ユーザが車両のドライ
バか否かを判定する運転判定部（３１０）とを備え、問診部は、運転判定部でユーザが車
両のドライバと判定した場合には、停車判定部で車両が停車したと判定するまでは問診を
行わない一方、運転判定部でユーザが車両のドライバでないと判定した場合には、停車判
定部で車両が停車したと判定しなくても問診を行う。
【００１０】
　これによれば、ユーザが車両のドライバであると運転判定部で判定した場合には、生体
センサで計測した生体情報が異常と異常判定部で判定した場合であっても、車両が停車し
たと停車判定部で判定するまでは、ユーザを診断するための問診を行わない。よって、ユ
ーザが車両を運転中であったとしても、運転中に問診を行わないため、問診によって運転
を妨げずに済む。また、ユーザが車両のドライバでないと運転判定部で判定した場合には
、車両が停車したと停車判定部で判定しなくても問診を行うので、ユーザが運転を行って
いない同乗者であって、運転の妨げにならない場合には問診を行うことができる。その結
果、車両の運転の妨げにならないようにユーザの診断を支援することが可能になる。
【００１１】
　また、第３の発明の診断支援システムは、ユーザの生体情報を計測する生体センサ（３
０１，３０２，３０３）と、生体センサで計測した生体情報が異常か否かを判定する異常
判定部（３０５）と、異常判定部で生体情報が異常と判定したことに基づいた、ユーザを
診断するための問診を行う問診部（３５）とを備える診断支援装置（３）と、問診データ
を送信するサーバ（４）とを含み、診断支援装置は、ユーザが乗車中の車両が停車したか
を判定する停車判定部（３０６）と、異常判定部で生体情報が異常と判定した場合に、問
診データを送信するトリガとなるトリガ情報をサーバに送信するとともに、停車判定部で
車両が停車したと判定した場合に、車両が停車したことを示す停車情報をサーバに送信す
る送信部（３４）とを備え、サーバは、トリガ情報を受信したことに加えて停車情報を受
信した場合に問診データを送信する一方、停車情報を受信していない場合には問診データ
を送信せず、問診部は、サーバから問診データを受信するまでは問診を行わない。
【００１２】
　これによれば、生体センサで計測した生体情報が異常と異常判定部で判定した場合であ
っても、車両が停車したと停車判定部で判定するまでは、サーバから問診データを送信せ
ず、問診部でユーザを診断するための問診を行わない。よって、ユーザが車両を運転中で
あったとしても、運転中に問診を行わないため、問診によって運転を妨げずに済む。その
結果、車両の運転の妨げにならないようにユーザの診断を支援することが可能になる。
【００１３】
　第４の発明の診断支援システムは、ユーザの生体情報を計測する生体センサ（３０１，
３０２，３０３）と、生体センサで計測した生体情報が異常か否かを判定する異常判定部
（３０５）と、異常判定部で生体情報が異常と判定したことに基づいた、ユーザを診断す
るための問診を行う問診部（３５）とを備える診断支援装置（３ａ）と、問診データを送
信するサーバ（４ａ）とを含み、診断支援装置は、ユーザが乗車中の車両が停車したかを
判定する停車判定部（３０６）と、ユーザが車両のドライバか否かを判定する運転判定部
（３１０）と運転判定部での判定結果に加え、異常判定部で生体情報が異常と判定した場
合に、問診データを送信するトリガとなるトリガ情報をサーバに送信するとともに、停車
判定部で車両が停車したと判定した場合に、車両が停車したことを示す停車情報をサーバ
に送信する送信部（３４）とを備え、サーバは、運転判定部での判定結果が車両のドライ
バであることを示す場合には、トリガ情報を受信したことに加えて停車情報を受信した場
合に問診データを送信する一方、停車情報を受信していない場合には問診データを送信せ
ず、運転判定部での判定結果が車両のドライバでないことを示す場合には、停車情報を受
信したか否かに関わらず、トリガ情報を受信した場合に問診データを送信し、問診部は、
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サーバから問診データを受信するまでは問診を行わない。
【００１４】
　これによれば、ユーザが車両のドライバであると運転判定部で判定した場合には、生体
センサで計測した生体情報が異常と異常判定部で判定した場合であっても、車両が停車し
たと停車判定部で判定している間は、サーバから問診データを送信せず、問診部でユーザ
を診断するための問診を行わない。よって、ユーザが車両を運転中であったとしても、運
転中に問診を行わないため、問診によって運転を妨げずに済む。また、ユーザが車両のド
ライバでないと運転判定部で判定した場合には、車両が停車したと停車判定部で判定しな
くてもサーバから問診データを送信し、問診部でユーザを診断するための問診を行う。よ
って、ユーザが運転を行っていない同乗者であって、運転の妨げにならない場合には問診
を行うことができる。その結果、車両の運転の妨げにならないようにユーザの診断を支援
することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】診断支援システム１の概略的な構成の一例を示す図である。
【図２】車両側ユニット２の概略的な構成の一例を示す図である。
【図３】生体情報計測装置３の概略的な構成の一例を示す図である。
【図４】サーバ４の概略的な構成の一例を示す図である。
【図５】サーバ４での診断に関連する処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図６】生体情報計測装置３での診断に関連する処理の流れの一例を示すフローチャート
である。
【図７】生体情報計測装置３ａの概略的な構成の一例を示す図である。
【図８】サーバ４の概略的な構成の一例を示す図である。
【図９】サーバ４ａでの診断に関連する処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図１０】生体情報計測装置３ａでの診断に関連する処理の流れの一例を示すフローチャ
ートである。
【図１１】変形例１における生体情報計測装置３ａでの診断に関連する処理の流れの一例
を説明するためのフローチャートである。
【図１２】診断支援システム１ｂの概略的な構成の一例を示す図である。
【図１３】生体情報計測装置３ｂの概略的な構成の一例を示す図である。
【図１４】生体情報計測装置３ｂでの診断に関連する処理の流れの一例を示すフローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図面を参照しながら、開示のための複数の実施形態及び変形例を説明する。なお、説明
の便宜上、複数の実施形態及び変形例の間において、それまでの説明に用いた図に示した
部分と同一の機能を有する部分については、同一の符号を付し、その説明を省略する場合
がある。同一の符号を付した部分については、他の実施形態及び／又は変形例における説
明を参照することができる。
【００１７】
　（実施形態１）
　＜診断支援システム１の概略構成＞
　以下、本発明の実施形態１について図面を用いて説明する。図１に示すように、診断支
援システム１は、車両側ユニット２、生体情報計測装置３、及びサーバ４を含んでいる。
【００１８】
　車両側ユニット２は、車両で用いられるものであり、生体情報計測装置３と無線通信を
行う。生体情報計測装置３は、ユーザに装着されて、そのユーザの生体情報を計測するウ
ェアラブルデバイスである。ウェアラブルデバイスとしては、ユーザの腕に装着する腕時
計型、ユーザの頭部に眼鏡と同様にして装着する眼鏡型等があるが、以下では腕時計型を
例に挙げて説明を行う。サーバ４は、生体情報計測装置３と通信を行って、診断に関する
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処理を行う。なお、サーバ４は、複数のサーバからなっているものであってもよい。
【００１９】
　＜車両側ユニット２の概略構成＞
　続いて、図２を用いて車両側ユニット２の概略構成を説明する。車両側ユニット２は、
図２に示すように、車載センサ２１、車両制御ＥＣＵ２２、照合ＥＣＵ２３、及び近距離
通信機２４を備えている。車載センサ２１、車両制御ＥＣＵ２２、照合ＥＣＵ２３、及び
近距離通信機２４は、例えば車内ＬＡＮで各々接続されている。
【００２０】
　車載センサ２１は、自車に搭載されたセンサ群である。例えば車載センサ２１としては
、自車の各車両ドアの開閉状態を検出するためのカーテシスイッチ，自車のパーキングブ
レーキの作動状態を検出するためのパーキングブレーキスイッチ，自車の車速を検出する
車速センサ，自車のシフトポジションを検出するシフトポジションセンサ等がある。車両
制御ＥＣＵ２２は、自車の加減速制御を行う電子制御装置である。例えば車両制御ＥＣＵ
２２は、走行駆動源の動作を制御することで自車の加減速制御を行う。
【００２１】
　照合ＥＣＵ２３は、スマート機能に関連する処理を実行する電子制御装置である。スマ
ート機能は、車両側ユニット２と電子キーとの間での近距離無線通信によってコード照合
を行い、コード照合が成立したことに基づいて、車両ドアの施解錠の許可を行う機能を指
している。例えば照合ＥＣＵ２３は、車両ドアが解錠された状態においてカーテシスイッ
チの信号から車両ドアが開いてから閉じたことを検出した場合に、ＬＦアンテナから車室
外にリクエスト信号を送信させる。そして、車室外の電子キーから返信されるレスポンス
信号に含まれるコードを用いたコード照合が成立した場合にボデーＥＣＵに指示を行って
施錠を行わせる。
【００２２】
　近距離通信機２４は、近距離無線通信規格に沿って信号を送受信する。近距離通信機２
４は、通信範囲が自車の車室内に止まることが好ましい。近距離通信機２４は、自車に乗
車したユーザが用いる生体情報計測装置３との間で無線通信を行う。近距離通信機２４は
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標），ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）等の近距離無線通信規格
に沿って信号を送受信する構成とすればよい。近距離通信機２４は、車載センサ２１での
検出結果，車両制御ＥＣＵ２２での走行駆動源の制御状態，照合ＥＣＵ２３での車室外で
の施錠の実施等の情報を通信接続された生体情報計測装置３へ送信する。
【００２３】
　＜生体情報計測装置３の概略構成＞
　続いて、図３を用いて生体情報計測装置３の概略構成を説明する。生体情報計測装置３
は、図３に示すように、計測関連部３０、バッテリ３１、操作入力部３２、近距離通信部
３３、広域通信部３４、及び提示部３５を備えている。この生体情報計測装置３が請求項
の診断支援装置に相当する。
【００２４】
　バッテリ３１は、生体情報計測装置３の作動のための電力を供給する電源である。バッ
テリ３１は、リチウム電池等の一次電池であってもよく、リチウムイオン電池等の二次電
池であってもよい。
【００２５】
　操作入力部３２は、ユーザが操作するスイッチ群である。操作入力部３２はメカニカル
なスイッチであってもよいし、例えば後述する提示部３５の表示装置と一体となったタッ
チパネル式のスイッチであってもよい。一例として、生体情報計測装置３の電源をオン状
態とオフ状態との間で切り替える電源スイッチ、生体情報の計測開始を指示する計測開始
スイッチ、テキスト入力を行うためのスイッチ等を有している。
【００２６】
　なお、生体情報計測装置３の電源のオンオフは、操作入力部３２へのユーザからの操作
入力によって切り換えない構成としてもよい。例えば、生体情報計測装置３の着脱に応じ



(8) JP 2018-68697 A 2018.5.10

10

20

30

40

50

て自動的に切り換わる構成としてもよい。
【００２７】
　近距離通信部３３は、自車の車両側ユニット２の近距離通信機２４との間で近距離無線
通信を行う。近距離通信部３３は、近距離通信機２４から送信される車載センサ２１での
検出結果，車両制御ＥＣＵ２２での走行駆動源の制御状態，照合ＥＣＵ２３での車室外で
の施錠の実施等の情報を受信する。
【００２８】
　広域通信部３４は、公衆通信網と基地局とを介してサーバ４と通信を行う。この広域通
信部３４が請求項の送信部に相当する。広域通信部３４は、生体情報計測装置３で計測し
た生体情報の異常が判定された場合に、異常が判定されたことを示す異常検出情報とその
生体情報とをサーバ４に送信する。この異常検出情報と生体情報とが請求項のトリガ情報
に相当する。また、広域通信部３４は、サーバ４から送信される問診データや診断結果を
受信する。問診データとは、ユーザの例えば疾患を診断するための問診についてのデータ
である。問診データは、例えば問診の項目がリストになった電子メールやＷｅｂブラウザ
の問診画面のＵＲＬ等とすればよい。また、診断結果は、問診の結果からサーバ４で行わ
れる診断の結果である。
【００２９】
　提示部３５は、表示装置に表示を行ったり、音声出力装置から音声を出力したり、ブザ
ー等から音を出力したりすることによって情報を提示する。例えば提示部３５は、生体情
報計測装置３で計測した生体情報の異常が判定された場合に、生体情報の異常を示す報知
（以下、異常報知）を行う。異常報知の一例としては、生体情報に異常が見られることを
示すテキストやアイコンの表示，音声や警告音の出力等がある。
【００３０】
　また、提示部３５は、サーバ４から受信した問診データに従った問診を行う。よって、
この提示部３５が請求項の問診部に相当する。問診の一例としては、問診データが前述の
電子メールの場合は、問診の項目のリストを表示装置に表示させる構成とすればよい。ま
た、前述のＷｅｂブラウザの問診画面のＵＲＬの場合は、そのＵＲＬで広域通信部３４が
ＷｅｂサーバにアクセスしてＷｅｂブラウザの問診画面のデータを取得し、Ｗｅｂブラウ
ザの問診画面を表示装置に表示させる構成としてもよい。他にも、提示部３５は、サーバ
４から受信した診断結果を表示装置に表示する等して提示する。
【００３１】
　なお、提示部３５で行う問診に対する回答は、操作入力部３２への入力によって行う構
成とすればよい。問診に対する回答の情報（以下、回答情報）については、問診データが
電子メールである場合には、電子メールの返信として広域通信部３４からサーバ４に送信
する構成とすればよい。一方、問診データがＷｅｂブラウザの問診画面のＵＲＬである場
合には、Ｗｅｂサーバからサーバ４が受信する構成とすればよい。
【００３２】
　＜計測関連部３０の概略構成＞
　続いて、図３を用いて計測関連部３０の概略構成を説明する。計測関連部３０は、図３
に示すように、脈波センサ３０１、心拍計測部３０２、血圧計測部３０３、蓄積部３０４
、異常判定部３０５、停車判定部３０６、報知処理部３０７、ユーザ情報記憶部３０８、
及び送信制御部３０９を備えている。
【００３３】
　脈波センサ３０１は、起動された場合に、生体情報計測装置３を装着した部位における
ユーザの脈波を逐次検出する。脈波センサ３０１としては、例えば光電式脈波センサ、イ
ンピーダンス式脈波センサ等を用いることができる。本実施形態では、一例として光電式
脈波センサを用いて容積脈波を計測する場合を例に挙げて説明を行う。なお、本実施形態
では、生体情報計測装置３が腕時計型である場合を例に挙げているので、透過式よりも反
射式の光電式脈波センサを用いることが好ましい。
【００３４】
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　心拍計測部３０２は、脈波センサ３０１で逐次検出される容積脈波の信号に周知の信号
処理を行い、容積脈波から、ユーザの生体情報として心拍数を計測する。計測結果につい
ては、例えば計測した時刻を示すタイムスタンプを付与して蓄積部３０４に記憶する。血
圧計測部３０３は、脈波センサ３０１で逐次検出される容積脈波の信号に周知の信号処理
を行い、容積脈波から、ユーザの生体情報として血圧を計測する。計測結果については、
例えば計測した時刻を示すタイムスタンプを付与して蓄積部３０４に記憶する。これら脈
波センサ３０１、心拍計測部３０２、及び血圧計測部３０３が請求項の生体センサに相当
する。
【００３５】
　蓄積部３０４としては、不揮発性のメモリを用いる構成とすればよい。蓄積部３０４は
、記憶してから一定時間経過した古い計測結果から順次消去していくことで、一定時間の
計測結果を記憶しておく構成とすればよい。
【００３６】
　異常判定部３０５は、心拍計測部３０２で計測した心拍数に異常ありか否か、及び血圧
計測部３０３で計測した血圧に異常ありか否かを判定する。一例として、計測結果の値が
上限値を越えたり、下限値を下回ったりした場合に異常ありと判定する構成とすればよい
。ここで言うところの上限値及び下限値は、計測結果が異常と言える程度の値であって、
任意に設定された固定値であってもよいし、学習によって逐次設定される可変値であって
もよい。可変値とする場合には、例えば過去の計測結果の平均値を基準心拍数として設定
する構成とすればよい。例えば上限値は基準心拍数の２倍、下限値は基準心拍数の３分の
２とすればよい。
【００３７】
　停車判定部３０６は、ユーザが乗車中の車両が停車したかを判定する。停車判定部３０
６は、近距離通信部３３で受信する車載センサ２１での検出結果，車両制御ＥＣＵ２２で
の走行駆動源の制御状態，照合ＥＣＵ２３での車室外での施錠の実施等の情報等から、ユ
ーザが乗車中の車両が停車したかを判定すればよい。例えば、車速センサの検出結果が実
質的に０ｋｍ／ｈと言える車速であった場合に、車両が停車したと判定すればよい。また
、走行駆動源の制御状態が停止を示していた場合に、車両が停車したと判定してもよい。
【００３８】
　停車判定部３０６は、車両が駐車したことを停車として判定することがより好ましい。
この場合には、カーテシスイッチの検出結果が運転席ドアの開閉を示していた場合やシフ
トポジションの検出結果が駐車位置であった場合やパーキングブレーキスイッチの検出結
果がパーキングブレーキのオンを示していた場合に、車両が停車したと判定すればよい。
他にも、車室外での施錠の実施の情報を受信した場合に、車両が停車したと判定してもよ
い。なお、近距離通信部３３で受信する情報の組み合わせで車両が停車したと判定しても
よい。
【００３９】
　報知処理部３０７は、提示部３５に前述の異常報知を行わせる。ユーザ情報記憶部３０
８は、生体情報計測装置３のユーザが、疾患を抱えた疾病者か否かを記憶している。一例
としては、操作入力部３２を介してユーザが予め疾病者か否かの設定を行った結果に応じ
て、ユーザが疾病者か否かをユーザ情報記憶部３０８に予め記憶しておく構成とすればよ
い。よって、このユーザ情報記憶部３０８が請求項の疾病記憶部に相当する。
【００４０】
　送信制御部３０９は、異常判定部３０５で異常ありと判定した場合であって、且つ、ユ
ーザ情報記憶部３０８にユーザが疾病者でないと記憶されている場合には、異常ありと判
定された心拍数や血圧といった生体情報を蓄積部３０４から読み出す。そして、異常が判
定されたことを示す異常検出情報とその生体情報とを広域通信部３４からサーバ４へ送信
させる。送信制御部３０９は、ユーザ情報記憶部３０８にユーザが疾病者であると記憶さ
れている場合は、異常判定部３０５で異常ありと判定した場合、異常検出情報と生体情報
に加え、疾病者であることを示すユーザ情報を広域通信部３４からサーバ４に送信させれ
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ばよい。また、送信制御部３０９は、停車判定部３０６でユーザが乗車中の車両が停車し
たと判定した場合に、車両が停車したことを示す停車情報を、広域通信部３４からサーバ
４に送信させる。ユーザ情報記憶部３０８にユーザが疾病者であると記憶されている場合
は、停車情報も送信させない構成とすることが好ましい。
【００４１】
　＜サーバ４の概略構成＞
　続いて、図４を用いてサーバ４の概略構成を説明する。サーバ４は、図４に示すように
、制御部４０、通信部４１、及び記憶部４２を備えている。
【００４２】
　通信部４１は、生体情報計測装置３から送信されてくる異常検出情報や生体情報や停車
情報を受信する。また、通信部４１は、生体情報計測装置３から前述の回答情報が送信さ
れてくる場合には、この回答情報を受信する。一方、Ｗｅｂブラウザの問診画面での問診
に対して回答を行う構成である場合には、通信部４１がＷｅｂサーバから回答情報を受信
する構成とすればよい。また、通信部４１は、生体情報計測装置３に向けて問診データや
診断結果を送信する。
【００４３】
　記憶部４２は、不揮発性メモリであって、ユーザの過去の生体情報やユーザ以外の生体
情報，疑われる疾患を判定するための問診についての問診データ，問診に対する回答から
疑われる疾患を判定するためのデータが記憶されている。問診データについては、疑われ
る疾患ごとに記憶されている構成としてもよい。
【００４４】
　制御部４０は、プロセッサ、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、Ｉ／Ｏ、これらを接続す
るバスを備え、不揮発性メモリに記憶された制御プログラムを実行することで診断に関す
る各種の処理を実行する。制御部４０は、通信部４１で異常検出情報と生体情報を受信し
た場合に、受信した生体情報をより詳細に解析する。一例としては、受信した生体情報と
記憶部４２に記憶されているユーザの過去の生体情報やユーザ以外の生体情報を比較する
ことで、生体情報の異常をより詳細に解析し、疑われる疾患の種類を簡易的に特定する。
他にも、生体情報の異常を再判定し、サーバ４側で異常でないと判定した場合に問診を行
わないようにする構成としてもよい。
【００４５】
　また、制御部４０は、通信部４１で停車情報を受信した場合に、その疑われる疾患を判
定するための問診についての問診データを記憶部４２から読み出し、通信部４１から送信
させる。この際、サーバ４が、ユーザが疾病者であることを示すユーザ情報を受信してい
る場合には問診データを送信しない。さらに、制御部４０は、通信部４１で回答情報を受
信した場合に、受信した回答情報をもとに、記憶部４２に記憶されているデータを用いて
、疾患の診断を行う。疾患の診断を行った後は、制御部４０は、診断結果を通信部４１か
ら送信させる。
【００４６】
　制御部４０は、疾患の可能性ありと診断された場合には、疾患の可能性があることを示
す診断結果を送信させればよい。この場合、診断結果に、病院での精密検査を促す通知や
病院を紹介する通知等も含める構成としてもよい。また、制御部４０は、疾患の可能性な
しと診断された場合には、疾患の可能性がないことを示す診断結果を送信させればよい。
この場合、生体情報を計測するセンサの異常の可能性を示す通知も送信させる構成として
もよい。疾患の可能性がないことを示す診断結果を送信させずに、センサの異常の可能性
を示す通知を送信させる構成としてもよい。
【００４７】
　なお、制御部４０は、疾患がないことが診断される回数が所定の複数回続いた場合に、
生体情報を計測するセンサの異常の可能性を示す通知を送信させる構成としてもよい。制
御部４０は、疾患があることが診断された場合に、通信部４１を介して病院のサーバに検
査の予約を入れる等の手配を行う構成としてもよい。
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【００４８】
　＜サーバ４での診断に関連する処理＞
　続いて、図５のフローチャートを用いて、サーバ４での診断に関連する処理の流れの一
例について説明を行う。図５のフローチャートは、生体情報計測装置３から異常検出情報
及び生体情報を通信部４１で受信するごとに開始する構成とすればよい。
【００４９】
　まず、ステップＳ１では、制御部４０が、生体情報計測装置３から通信部４１で受信し
た生体情報を解析し、疑われる疾患の種類を簡易的に特定する。ステップＳ２では、生体
情報計測装置３から通信部４１で停車情報を受信した場合（Ｓ２でＹＥＳ）には、ステッ
プＳ３に移る。一方、停車情報を受信していない場合（Ｓ２でＮＯ）には、Ｓ２の処理を
繰り返す。
【００５０】
　ステップＳ３では、制御部４０が、Ｓ１で解析した疑われる疾患を判定するための問診
についての問診データを通信部４１から生体情報計測装置３へ送信させる。ステップＳ４
では、Ｓ３で送信した問診データをもとに生体情報計測装置３で行われた問診についての
回答情報を、通信部４１で受信した場合（Ｓ４でＹＥＳ）には、ステップＳ５に移る。一
方、通信部４１で回答情報を受信していない場合（Ｓ４でＮＯ）には、Ｓ４の処理を繰り
返す。
【００５１】
　ステップＳ５では、制御部４０が、受信した回答情報をもとに疾患の診断を行う。ステ
ップＳ６では、Ｓ５の診断で疾患の可能性ありと診断した場合（Ｓ６でＹＥＳ）には、ス
テップＳ７に移る。一方、Ｓ５の診断で疾患の可能性なしと診断した場合（Ｓ６でＮＯ）
には、ステップＳ８に移る。
【００５２】
　ステップＳ７では、制御部４０が、疾患の可能性があることを示す診断結果を、通信部
４１から生体情報計測装置３へ送信させ、サーバ４での診断に関連する処理を終了する。
ステップＳ８では、制御部４０が、生体情報を計測するセンサの異常の可能性を示す通知
を、通信部４１から生体情報計測装置３へ送信させ、サーバ４での診断に関連する処理を
終了する。
【００５３】
　＜生体情報計測装置３での診断に関連する処理＞
　続いて、図６のフローチャートを用いて、生体情報計測装置３での診断に関連する処理
の流れの一例について説明を行う。図６のフローチャートは、生体情報計測装置３の電源
がオンになっている場合であって、且つ、近距離通信部３３と車両側ユニット２の近距離
通信機２４との通信接続が確立した場合に開始する構成とすればよい。
【００５４】
　まず、ステップＳ２１では、心拍計測部３０２が、脈波センサ３０１で逐次検出される
容積脈波をもとにユーザの心拍数を計測する。また、血圧計測部３０３が、脈波センサ３
０１で逐次検出される容積脈波をもとにユーザの血圧を計測する。そして、計測した心拍
数及び血圧の計測結果を蓄積部３０４に記憶する。
【００５５】
　ステップＳ２２では、異常判定部３０５が、Ｓ１で計測した心拍数若しくは血圧に異常
ありか否かを判定する。ステップＳ２３では、Ｓ２２で異常ありと判定した場合（Ｓ２３
でＹＥＳ）には、ステップＳ２５に移る。一方、異常なしと判定した場合（Ｓ２３でＮＯ
）には、ステップＳ２４に移る。
【００５６】
　ステップＳ２４では、生体情報計測装置３での診断に関連する処理の終了タイミングで
あった場合（Ｓ２４でＹＥＳ）には、生体情報計測装置３での診断に関連する処理を終了
する。一方、終了タイミングでなかった場合（Ｓ２４でＮＯ）には、Ｓ２１に戻って処理
を繰り返す。生体情報計測装置３での診断に関連する処理の終了タイミングの一例として
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は、生体情報計測装置３の電源がオフされたことや近距離通信部３３と近距離通信機２４
との通信接続が解除されたこと等がある。
【００５７】
　ステップＳ２５では、報知処理部３０７が、提示部３５に異常報知を行わせる。ステッ
プＳ２６では、送信制御部３０９が、異常ありと判定された心拍数や血圧といった生体情
報を蓄積部３０４から読み出し、異常が判定されたことを示す異常検出情報と読み出した
生体情報とを広域通信部３４からサーバ４へ送信させる。ステップＳ２７では、ユーザ情
報記憶部３０８にユーザが疾病者と記憶されていた場合（Ｓ２７でＹＥＳ）には、ユーザ
が疾病者であることを示すユーザ情報も広域通信部３４からサーバ４へ送信させ、Ｓ２４
に移る。一方、疾病者でないと記憶されていた場合（Ｓ２７でＮＯ）には、ステップＳ２
８に移る。
【００５８】
　ステップＳ２８では、停車判定部３０６が、ユーザが乗車中の車両が停車したと判定し
た場合（Ｓ２８でＹＥＳ）には、ステップＳ２９に移る。一方、停車したと判定していな
い場合（Ｓ２８でＮＯ）には、Ｓ２１に戻って処理を繰り返す。ステップＳ２９では、送
信制御部３０９が、停車情報を広域通信部３４からサーバ４に送信させる。ステップＳ３
０では、報知処理部３０７が、提示部３５に異常報知を行わせる。
【００５９】
　ステップＳ３１では、Ｓ２７での異常検出情報の送信に応答してサーバ４から返送され
る問診データを広域通信部３４で受信する。ステップＳ３２では、提示部３５が、Ｓ３１
で受信した問診データに従った問診を行う。ステップＳ３３では、操作入力部３２を介し
てユーザからの問診に対する回答の入力を受け付ける。問診に対する回答が行われると、
サーバ４が回答情報を受信し、受信した回答情報をもとに疾患の診断を行うことになる。
【００６０】
　ステップＳ３４では、サーバ４から送信されてくる、Ｓ３３での回答の入力をもとにサ
ーバ４で行われた診断の診断結果を、広域通信部３４で受信する。ステップＳ３５では、
Ｓ３４で受信した診断結果を提示部３５が提示し、生体情報計測装置３での診断に関連す
る処理を終了する。
【００６１】
　＜実施形態１のまとめ＞
　実施形態１の構成によれば、ユーザの生体情報の異常が判定された場合でも、ユーザが
車両を運転中であった場合には問診を行わないため、問診によって運転を妨げずに済む。
また、ユーザの生体情報の異常が判定された場合に直ちに問診が行われるのでなく、車両
が停車した場合に問診を行うため、ユーザの生体情報の異常が判定された場合に直ちに車
両を停車させなくても、ユーザの所望のタイミングで停車したときに問診を受けることが
可能になり、この点でも問診によって運転を妨げずに済む。その結果、車両の運転の妨げ
にならないようにユーザの診断を支援することが可能になる。
【００６２】
　また、車両を運転中にユーザの生体情報の異常が判定された場合、車両が停車したとき
に異常報知を行ってから問診を行うので、車両が停車したときに忘れずに問診を受けるこ
とが可能になる。さらに、ユーザが疾病者である場合には、ユーザの生体情報の異常が判
定された場合であっても問診を行わないので、既に疾患を自覚しているユーザに無駄な問
診を行わずに済む。他にも、サーバ４で生体情報を解析したり、診断を行ったりするので
、サーバ４に蓄積された生体情報計測装置３のユーザ以外のデータも参照して、生体情報
の異常の判定や診断をより高精度に行うことが可能になる。
【００６３】
　（実施形態２）
　実施形態１では、ユーザがドライバか否かに関わらずに処理を行う構成を示したが、必
ずしもこれに限らず、以下の実施形態２の構成としてもよい。実施形態２では、ユーザが
ドライバか否かの判定結果に応じて処理を切り替える。
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【００６４】
　以下では、実施形態２の構成について説明を行う。実施形態２の診断支援システム１は
、生体情報計測装置３の代わりに生体情報計測装置３ａを含む点と、サーバ４の代わりに
サーバ４ａを含む点とを除けば、実施形態１の診断支援システム１と同様である。
【００６５】
　＜生体情報計測装置３ａの概略構成＞
　ここで、図７を用いて、実施形態２の生体情報計測装置３ａについての説明を行う。生
体情報計測装置３ａは、図７に示すように、計測関連部３０ａ、バッテリ３１、操作入力
部３２、近距離通信部３３、広域通信部３４、及び提示部３５を備えている。実施形態２
の生体情報計測装置３ａは、計測関連部３０の代わりに計測関連部３０ａを備えている点
を除けば、実施形態１の生体情報計測装置３と同様である。この生体情報計測装置３ａも
請求項の診断支援装置に相当する。
【００６６】
　＜計測関連部３０ａの概略構成＞
　続いて、図７を用いて、実施形態２の計測関連部３０ａについての説明を行う。計測関
連部３０ａは、図７に示すように、脈波センサ３０１、心拍計測部３０２、血圧計測部３
０３、蓄積部３０４、異常判定部３０５、停車判定部３０６、報知処理部３０７、ユーザ
情報記憶部３０８ａ、送信制御部３０９ａ、及び運転判定部３１０を備えている。実施形
態２の計測関連部３０ａは、運転判定部３１０を備える点と、ユーザ情報記憶部３０８及
び送信制御部３０９の代わりにユーザ情報記憶部３０８ａ及び送信制御部３０９ａを備え
ている点とを除けば、実施形態１の計測関連部３０と同様である。
【００６７】
　ユーザ情報記憶部３０８ａは、生体情報計測装置３ａのユーザが、車両のドライバか否
かを記憶している点を除けば、実施形態１のユーザ情報記憶部３０８と同様である。一例
としては、操作入力部３２を介してユーザが車両の乗車前若しくは乗車時に予めその車両
のドライバか否かの設定を行った結果に応じて、ユーザが車両のドライバか否かをユーザ
情報記憶部３０８ａに予め記憶しておく構成とすればよい。このユーザ情報記憶部３０８
ａも請求項の疾病記憶部に相当する。
【００６８】
　運転判定部３１０は、ユーザが乗車中の車両のドライバか否かを判定する。運転判定部
３１０は、ユーザ情報記憶部３０８ａにユーザが車両のドライバと記憶されている場合に
は、ユーザが乗車中の車両のドライバと判定する一方、ユーザ情報記憶部３０８ａにユー
ザが車両のドライバでないと記憶されている場合には、ユーザが乗車中の車両のドライバ
でないと判定すればよい。
【００６９】
　なお、運転判定部３１０は、ユーザ情報記憶部３０８ａに予め記憶しておいた情報をも
とにユーザが乗車中の車両のドライバか否かを判定する構成に限らない。例えば、以下の
ような構成としてもよい。まず、車両のドライバとなるユーザの生体情報計測装置３ａに
は、前述したスマート機能における電子キーの機能を担う部材を備える構成とする。そし
て、スマート機能に関する処理が自装置で実行されたか否かによって、運転判定部３１０
が、ユーザが乗車中の車両のドライバか否かを判定する構成とすればよい。
【００７０】
　送信制御部３０９ａは、異常判定部３０５で異常ありと判定した場合であって、且つ、
ユーザ情報記憶部３０８ａにユーザが疾病者でないと記憶されているとともに運転判定部
３１０でドライバと判定した場合には、異常ありと判定された心拍数や血圧といった生体
情報を蓄積部３０４から読み出す。そして、異常が判定されたことを示す異常検出情報と
その生体情報とユーザがドライバか否かを示すドライバ有無情報を広域通信部３４からサ
ーバ４ａへ送信させる。さらにその後、送信制御部３０９ａは、停車判定部３０６でユー
ザが乗車中の車両が停車したと判定した場合に、車両が停車したことを示す停車情報を、
広域通信部３４からサーバ４に送信させる。
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【００７１】
　送信制御部３０９ａは、異常判定部３０５で異常ありと判定した場合であって、且つ、
ユーザ情報記憶部３０８ａにユーザが疾病者でないと記憶されているとともに運転判定部
３１０でドライバでないと判定した場合にも、異常ありと判定された心拍数や血圧といっ
た生体情報を蓄積部３０４から読み出す。そして、自車が停車したか否かに関わらず、異
常が判定されたことを示す異常検出情報とその生体情報とドライバ有無情報を広域通信部
３４からサーバ４ａへ送信させる。
【００７２】
　また、送信制御部３０９ａは、ユーザ情報記憶部３０８ａにユーザが疾病者であると記
憶されている場合は、運転判定部３１０での判定を行わない構成とすればよい。ユーザ情
報記憶部３０８ａにユーザが疾病者であると記憶されている場合や運転判定部３１０でド
ライバでないと判定した場合には、停車情報も送信させない構成とすることが好ましい。
送信制御部３０９ａは、ユーザ情報記憶部３０８ａにユーザが疾病者であると記憶されて
いる場合、異常検出情報と生体情報とに加え、疾病者であることを示すユーザ情報を広域
通信部３４からサーバ４ａへ送信させればよい。一方、ユーザ情報記憶部３０８ａにユー
ザが疾病者であると記憶されていない場合には、疾病者でないことを示すユーザ情報を送
信させればよい。
【００７３】
　＜サーバ４ａの概略構成＞
　続いて、図８を用いてサーバ４ａの概略構成を説明する。サーバ４ａは、図８に示すよ
うに、制御部４０ａ、通信部４１、及び記憶部４２を備えている。
【００７４】
　制御部４０ａは、生体情報計測装置３ａから受信するドライバ有無情報に応じて以下に
述べるように処理を切り替えることを除けば、実施形態１の制御部４０と同様である。制
御部４０ａは、ユーザがドライバであることを示すドライバ有無情報を受信した場合には
、通信部４１で停車情報を受信した場合に、問診データを記憶部４２から読み出し、通信
部４１から送信させる。一方、制御部４０ａは、ユーザがドライバでないことを示すドラ
イバ有無情報を受信した場合には、通信部４１で停車情報を受信しなくても、問診データ
を記憶部４２から読み出し、通信部４１から送信させる。ただし、ユーザが疾病者である
場合には、ドライバ有無情報の如何にかかわらず、問診データを通信部４１から送信しな
いことが好ましい。
【００７５】
　＜サーバ４ａでの診断に関連する処理＞
　続いて、図９のフローチャートを用いて、サーバ４ａでの診断に関連する処理の流れの
一例について説明を行う。図９のフローチャートは、生体情報計測装置３ａから異常検出
情報、生体情報、ユーザ情報、及びドライバ有無情報を通信部４１で受信するごとに開始
する構成とすればよい。
【００７６】
　まず、ステップＳ４１では、前述のＳ１と同様の処理を行う。ステップ４２では、通信
部４１でユーザが疾病者であることを示すユーザ情報を受信していた場合（Ｓ４２でＹＥ
Ｓ）には、処理を終了する。一方、通信部４１でユーザが疾病者でないことを示すユーザ
情報を受信していた場合（Ｓ４２でＮＯ）には、ステップＳ４３に移る。
【００７７】
　ステップＳ４３では、通信部４１でユーザがドライバであることを示すドライバ有無情
報を受信していた場合（Ｓ４３でＹＥＳ）には、ステップＳ４４に移る。一方、通信部４
１でユーザがドライバでないことを示すドライバ有無情報を受信していた場合（Ｓ４３で
ＮＯ）には、ステップＳ４５に移る。
【００７８】
　ステップＳ４４では、前述のＳ２と同様にして、通信部４１で停車情報を受信した場合
（Ｓ４４でＹＥＳ）には、ステップＳ４５に移る一方、停車情報を受信していない場合（
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Ｓ４４でＮＯ）には、前述のＳ４４の処理を繰り返す。ステップＳ４５では、前述のＳ３
と同様にして、制御部４０ａが問診データを通信部４１から生体情報計測装置３ａへ送信
させる。ステップＳ４５～ステップＳ５０までの処理は、前述のＳ４～Ｓ８までの処理と
同様である。
【００７９】
　＜生体情報計測装置３ａでの診断に関連する処理＞
　続いて、図１０のフローチャートを用いて、生体情報計測装置３ａでの診断に関連する
処理の流れの一例について説明を行う。図１０のフローチャートは、生体情報計測装置３
ａの電源がオンになっている場合であって、且つ、近距離通信部３３と車両側ユニット２
の近距離通信機２４との通信接続が確立した場合に開始する構成とすればよい。
【００８０】
　まず、ステップＳ６１～ステップＳ６５までの処理は、前述のＳ２１～Ｓ２５までの処
理と同様である。ステップＳ６６ではユーザ情報記憶部３０８ａの情報に基づいて、ユー
ザが疾病者である場合（Ｓ６６でＹＥＳ）には、ステップＳ６７に移る。一方、ユーザが
疾病者でない場合（Ｓ６６でＮＯ）には、ステップＳ６８に移る。
【００８１】
　ステップＳ６７では、送信制御部３０９ａが、異常ありと判定された心拍数や血圧とい
った生体情報を蓄積部３０４から読み出す。そして、異常が判定されたことを示す異常検
出情報と読み出した生体情報とユーザが疾病者であることを示すユーザ情報とを広域通信
部３４からサーバ４ａへ送信させ、Ｓ６４に移る。ステップＳ６８では、運転判定部３１
０が、ユーザが車両のドライバと判定した場合（Ｓ６８でＹＥＳ）には、ステップＳ６９
に移る。一方、ユーザが車両のドライバでないと判定した場合（Ｓ６８でＮＯ）には、ス
テップＳ７３に移る。
【００８２】
　ステップＳ６９では、送信制御部３０９ａが、異常ありと判定された心拍数や血圧とい
った生体情報を蓄積部３０４から読み出す。そして、異常が判定されたことを示す異常検
出情報と読み出した生体情報とユーザがドライバであることを示すドライバ有無情報とを
広域通信部３４からサーバ４ａへ送信させる。ステップＳ７０～ステップＳ７２までの処
理は、前述のＳ２８～Ｓ３０までの処理と同様である。
【００８３】
　Ｓ６８でユーザが車両のドライバでないと判定した場合に処理が行われるステップＳ７
３では、送信制御部３０９ａが、異常ありと判定された心拍数や血圧といった生体情報を
蓄積部３０４から読み出す。そして、異常が判定されたことを示す異常検出情報と読み出
した生体情報とユーザがドライバでないことを示すドライバ有無情報とを広域通信部３４
からサーバ４ａへ送信させる。ステップＳ７４～ステップＳ７８までの処理は、前述のＳ
３１～Ｓ３５までの処理と同様である。
【００８４】
　＜実施形態２のまとめ＞
　実施形態２の構成によれば、ユーザが車両のドライバであると判定した場合には、ユー
ザの生体情報の異常が判定された場合でも、ユーザが車両を運転中であった場合には問診
を行わないため、問診によって運転を妨げずに済む。一方、ユーザが車両のドライバでな
いと判定した場合には、車両が停車したと判定しなくても問診を行うので、ユーザが運転
を行っていない同乗者であって、運転の妨げにならない場合には問診を行うことができる
。その結果、車両の運転の妨げにならないようにユーザの診断を支援することが可能にな
る。また、ユーザが車両のドライバであると判定したか否かで処理を切り替える点以外は
実施形態１の構成と同様であるので、実施形態１と同様の作用効果も奏する。
【００８５】
　（変形例１）
　また、実施形態２において、ユーザの生体情報に異常ありと所定時間内に設定回数以上
判定した場合に、ユーザに車両の停車を促す指示を行う構成（以下、変形例１）としても
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よい。ここで、変形例１の構成の一例について図１１を用いて説明する。
【００８６】
　変形例１では、図１０で示した実施形態２の生体情報計測装置３ａでの診断に関連する
処理のうちの、Ｓ６９とＳ７０との処理の間に、図１１で示す処理を追加する構成とすれ
ばよい。また、変形例１では、異常判定部３０５で異常ありとＳ６３で判定した場合に、
異常判定部３０５がタイマのカウントを開始するとともに、異常ありとの判定回数を加算
する。なお、タイマのカウント中の場合には、異常ありとの判定回数の加算のみを行う構
成とすればよい。
【００８７】
　変形例１では、運転判定部３１０でユーザが車両のドライバと判定した場合に行われる
Ｓ６９の処理に続いてステップＳ６９ａの処理が行われる。ステップＳ６９ａでは、タイ
マのカウントを開始してから所定時間経過した場合（Ｓ６９ａでＹＥＳ）には、ステップ
Ｓ６９ｂに移る。一方、所定時間経過していなかった場合（Ｓ６９ａでＮＯ）には、ステ
ップＳ６９ｃに移る。ここで言うところの所定時間とは、任意に設定可能な時間である。
ステップＳ６９ｂでは、タイマのカウントをリセットし、Ｓ６１に戻って処理を繰り返す
。
【００８８】
　ステップＳ６９ｃでは、タイマのカウントが開始されてからの異常判定部３０５で異常
ありと判定した積算回数が設定回数以上であった場合（Ｓ６９ｃでＹＥＳ）には、ステッ
プＳ６９ｄに移る。一方、設定回数未満であった場合（Ｓ６９ｃでＮＯ）には、Ｓ７０に
移る。ここで言うところの設定回数とは、任意に設定可能な回数であって、休息等の退避
行動の緊急性が高いと推測される頻度に相当する回数とすればよい。ステップＳ６９ｄで
は、ユーザに停車を促す指示（以下、停車指示）を行い、Ｓ６１に戻って処理を繰り返す
。停車指示の一例としては、提示部３５からユーザに停車を促す表示を行ったり音声を出
力したりする構成とすればよい。
【００８９】
　なお、ユーザの生体情報に異常ありと所定時間内に設定回数以上判定したか否かを、前
述したように生体情報計測装置３ａで判別する構成に限らず、生体情報計測装置３ａから
逐次送信されてくる、異常ありと判定された生体情報をもとにサーバ４ａで判別する構成
としてもよい。この場合には、サーバ４ａから生体情報計測装置３ａに指示を送信して、
生体情報計測装置３ａからユーザに停車を促す指示を行わせる構成とすればよい。
【００９０】
　以上の構成によれば、ユーザの生体情報に異常が生じる頻度が高く、休息等の退避行動
の緊急性が高いと推測される状況において、ユーザに車を停車させ、退避行動を取らせる
ことが可能になる。
【００９１】
　（変形例２）
　前述の実施形態では、異常判定部３０５が異常ありと判定した場合に、異常検出情報と
生体情報とを広域通信部３４からサーバ４，４ａに送信する構成を示したが、必ずしもこ
れに限らない。例えば、異常判定部３０５が異常ありと判定した場合に、異常検出情報と
生体情報とのうちの異常検出情報のみを広域通信部３４からサーバ４，４ａに送信する構
成としてもよい。この場合には、サーバ４，４ａは、生体情報の解析を行わず、一律な問
診データを生体情報計測装置３，３ａに送信する構成とすればよい。
【００９２】
　（変形例３）
　前述の実施形態では、サーバ４，４ａから生体情報計測装置３，３ａへの問診データの
送信タイミングによって生体情報計測装置３，３ａでの問診のタイミングを切り替える構
成を示したが、必ずしもこれに限らない。例えば、生体情報計測装置３，３ａ側で問診の
タイミングを切り替える構成としてもよい。この場合には、生体情報計測装置３，３ａか
た停車情報を送信せず、サーバ４，４ａが異常検出情報を受信した場合に問診データを生
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体情報計測装置３，３ａに送信する構成とすればよい。そして、生体情報計測装置３，３
ａは、サーバ４，４ａから受信した問診データに従った問診を、停車判定部３０６でユー
ザが乗車中の車両が停車したと判定するまで待って行う構成とすればよい。
【００９３】
　（変形例４）
　また、車両側ユニット２に、携帯電話網やインターネット等の公衆通信網と基地局とを
介してサーバ４，４ａと通信を行う広域通信機を含み、生体情報計測装置３，３ａが、近
距離通信部３３及び近距離通信機２４とこの広域通信機とを介してサーバ４，４ａと通信
を行う構成としてもよい。
【００９４】
　（実施形態３）
　前述の実施形態では、サーバ４，４ａを含む構成を示したが、必ずしもこれに限らず、
以下の実施形態３としてもよい。以下では、実施形態３の構成について説明を行う。
【００９５】
　＜診断支援システム１ｂの概略構成＞
　図１２に示すように、実施形態３の診断支援システム１ｂは、車両側ユニット２及び生
体情報計測装置３ｂを含んでいる。診断支援システム１ｂは、サーバ４を含まない点と、
生体情報計測装置３の代わりに生体情報計測装置３ｂを含む点とを除けば、実施形態１の
診断支援システム１と同様である。
【００９６】
　＜生体情報計測装置３ｂの概略構成＞
　ここで、図１３を用いて、実施形態３の生体情報計測装置３ｂについての説明を行う。
生体情報計測装置３ｂは、図１３に示すように、計測関連部３０ｂ、バッテリ３１、操作
入力部３２、近距離通信部３３、提示部３５ｂ、及び診断部３６を備えている。実施形態
３の生体情報計測装置３ｂは、広域通信部３４を備えていない点と、診断部３６を備えて
いる点と、計測関連部３０の代わりに計測関連部３０ｂを備えている点とを除けば、実施
形態１の生体情報計測装置３と同様である。この生体情報計測装置３ｂも請求項の診断支
援装置に相当する。
【００９７】
　提示部３５ｂは、計測関連部３０ｂの指示を受けて問診を行う点を除けば、実施形態１
の提示部３５と同様である。この提示部３５ｂも請求項の問診部に相当する。提示部３５
ｂは、計測関連部３０ｂの指示を受けた場合に、生体情報計測装置３ｂの不揮発性メモリ
に予め記憶しておいた問診データに従った問診を行う構成とすればよい。問診データは、
例えば問診の項目がリストになったデータであって、提示部３５ｂは、この問診の項目を
表示装置に表示することで問診を行う構成とすればよい。提示部３５ｂで行う問診に対す
る回答も、操作入力部３２への入力によって行う構成とすればよい。
【００９８】
　診断部３６は、提示部３５ｂで行う問診に対する回答の情報をもとに、疾患の診断を行
う。一例としては、生体情報計測装置３ｂの不揮発性メモリに、問診に対する回答から疑
われる疾患を判定するためのデータを予め記憶しておくことで、診断部３６がこのデータ
を用いて疾患の診断を行う構成とすればよい。診断については、実施形態１の制御部４０
と同様にして行う構成とすればよい。疾患の診断を行った後は、診断部３６は、診断結果
を提示部３５ｂに出力する。そして、提示部３５ｂが、診断結果を表示装置に表示する等
して提示する。
【００９９】
　＜計測関連部３０ｂの概略構成＞
　続いて、図１３を用いて、実施形態３の計測関連部３０ｂについての説明を行う。計測
関連部３０ｂは、図１３に示すように、脈波センサ３０１、心拍計測部３０２、血圧計測
部３０３、蓄積部３０４、異常判定部３０５、停車判定部３０６、報知処理部３０７、ユ
ーザ情報記憶部３０８、及び問診判断部３１１を備えている。実施形態３の計測関連部３
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０ｂは、送信制御部３０９を備えていない点と問診判断部３１１を備えている点とを除け
ば、実施形態１の計測関連部３０と同様である。
【０１００】
　問診判断部３１１は、異常判定部３０５で異常ありと判定した場合であって、且つ、ユ
ーザ情報記憶部３０８にユーザが疾病者でないと記憶されている場合には、提示部３５ｂ
に問診の指示を行う。一方、問診判断部３１１は、ユーザ情報記憶部３０８にユーザが疾
病者であると記憶されている場合は、異常判定部３０５で異常ありと判定した場合であっ
ても、提示部３５ｂに問診の指示を行わない。
【０１０１】
　＜生体情報計測装置３ｂでの診断に関連する処理＞
　続いて、図１４のフローチャートを用いて、生体情報計測装置３ｂでの診断に関連する
処理の流れの一例について説明を行う。図１４のフローチャートは、生体情報計測装置３
ｂの電源がオンになっている場合であって、且つ、近距離通信部３３と車両側ユニット２
の近距離通信機２４との通信接続が確立した場合に開始する構成とすればよい。
【０１０２】
　まず、ステップＳ８１～ステップＳ８５までの処理は、前述のＳ２１～Ｓ２５までの処
理と同様である。ステップＳ８６では、ユーザ情報記憶部３０８にユーザが疾病者と記憶
されていた場合（Ｓ８６でＹＥＳ）には、Ｓ８４に移る。一方、疾病者でないと記憶され
ていた場合（Ｓ８６でＮＯ）には、ステップＳ８７に移る。ステップＳ８７では、停車判
定部３０６が、ユーザが乗車中の車両が停車したと判定した場合（Ｓ８７でＹＥＳ）には
、ステップＳ８８に移る。一方、停車したと判定していない場合（Ｓ８７でＮＯ）には、
Ｓ８１に戻って処理を繰り返す。
【０１０３】
　ステップＳ８８では、報知処理部３０７が、提示部３５ｂに異常報知を行わせる。ステ
ップＳ８９では、問診判断部３１１が提示部３５ｂに問診の指示を行い、提示部３５ｂが
問診を行う。ステップＳ９０では、操作入力部３２を介してユーザからの問診に対する回
答の入力を受け付ける。ステップＳ９１では、診断部３６が、Ｓ９０で受け付けた回答の
情報をもとに、疾患の診断を行う。ステップＳ９２では、Ｓ９１で診断した診断結果を提
示部３５ｂが提示し、生体情報計測装置３での診断に関連する処理を終了する。
【０１０４】
　＜実施形態３のまとめ＞
　実施形態３は、サーバ４を利用しない点を除けば、実施形態１の構成と同様であるので
、サーバ４を利用することによる作用効果を除けば、実施形態１と同様の作用効果を奏す
る。
【０１０５】
　なお、実施形態３と実施形態２と組みあわせる構成としてもよい。この場合には、生体
情報計測装置３ｂにおいて、ユーザ情報記憶部３０８の代わりにユーザ情報記憶部３０８
ａを備えるとともに、運転判定部３１０を備える構成とすればよい。そして、図１４のフ
ローチャートにおいて、Ｓ８６とＳ８７との間に前述のＳ６８の処理を行い、ユーザが車
両のドライバと判定した場合には、Ｓ８６に移る一方、ドライバでないと判定した場合に
は、Ｓ８９に移る構成とすればよい。
【０１０６】
　（変形例５）
　前述の実施形態では、ユーザ情報記憶部３０８，３０８ａにユーザが疾病者と記憶され
ていた場合に、異常報知や問診を行わない構成を示したが、必ずしもこれに限らない。例
えば、生体情報計測装置３，３ａ，３ｂにユーザ情報記憶部３０８，３０８ａを備えず、
ユーザ情報記憶部３０８，３０８ａにユーザが疾病者と記憶されていたか否かによる処理
の切り替えを行わない構成としてもよい。図６のフローチャートの場合には、Ｓ２６の処
理を省略すればよい。図１０のフローチャートの場合には、Ｓ６７の処理を省略すればよ
い。図１３のフローチャートの場合には、Ｓ８６の処理を省略すればよい。
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【０１０７】
　（変形例６）
　前述の実施形態では、異常判定部３０５が異常ありと判定した場合、停車判定部３０６
でユーザが乗車中の車両が停車したと判定するまでであっても異常報知を行う構成を示し
たが、必ずしもこれに限らない。例えば、前述した生体情報計測装置３，３ａ，３ｂでの
診断に関連する処理を開始した後は、異常判定部３０５が異常ありと判定した場合であっ
ても、停車判定部３０６でユーザが乗車中の車両が停車したと判定するまでは異常報知を
行わない構成としてもよい。
【０１０８】
　他にも、前述した生体情報計測装置３，３ａ，３ｂでの診断に関連する処理を開始した
後は、停車判定部３０６でユーザが乗車中の車両が停車したと判定するまでは、異常報知
の回数を、１回を含む所定回数に制限する構成としてもよい。これによれば、ユーザが乗
車中の車両が走行中の間に、異常判定部３０５で異常ありと何度も判定される場合でも、
異常報知の回数を所定回数に制限することができ、煩わしさを低減させることができる。
【０１０９】
　（変形例７）
　前述の実施形態では、ユーザが乗車中の車両が停車したかを停車判定部３０６が判定す
る構成を示したが、必ずしもこれに限らない。例えば、ユーザが乗車中の車両が停車した
か走行中かを停車判定部３０６が判定し、車両が走行中であることをもとに問診を制限す
る構成としてもよい。例えば、生体情報計測装置３であれば、停車判定部３０６で走行中
と判定している間は、問診を行わない構成とすればよい。生体情報計測装置３ａであれば
、運転判定部３１０でドライバと判定した場合であって、且つ、停車判定部３０６で走行
中と判定している間は、問診を行わない構成とすればよい。
【０１１０】
　（変形例８）
　前述の実施形態では、脈波センサ３０１で計測した脈波から心拍数及び血圧を計測する
構成を示したが、必ずしもこれに限らず、他の方法によって心拍数や血圧を計測する構成
としてもよい。一例としては、心電図を計測するセンサで計測した心電図から瞬時心拍数
（ＲＲＩ）等を計測する構成としてもよい。
【０１１１】
　（変形例９）
　前述の実施形態では、生体情報として心拍数及び血圧を計測する構成を示したが、必ず
しもこれに限らない。例えば、心拍数及び血圧のうちのいずれか一方を計測する構成とし
てもよい。また、心拍数や血圧以外の生体情報を計測する構成としてもよい。
【０１１２】
　（変形例１０）
　前述の実施形態では、生体情報計測装置３，３ａ，３ｂがユーザに装着されて用いられ
るウェアラブルデバイスである構成を示したが、必ずしもこれに限らない。例えば、車両
のステアリングホイールや運転席シート等のドライバであるユーザと接触する部材に設け
られた電極によってユーザの生体情報を計測する車載器であってもよい。変形例９を実施
形態２で採用する場合、運転判定部３１０は、ステアリングホイールや運転席シート等の
ドライバであるユーザと接触する部材に設けられた電極で生体情報を計測できているか否
かによって、ユーザが乗車中の車両のドライバか否かを判定する構成としてもよい。
【０１１３】
　（変形例１１）
　前述の実施形態では、生体情報計測装置３，３ａ，３ｂを乗車時に適用する構成を示し
たが、必ずしもこれに限らない。例えば、乗車時以外に適用する構成としてもよい。この
場合、診断支援システム１から車両側ユニット２を除く構成とすればよい。また、生体情
報計測装置３，３ａ，３ｂは、車載通信モジュールを介さずにサーバ４，４ｂと通信を行
う構成とすればよい。
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　（変形例１２）
　また、生体情報計測装置３，３ａは、多機能携帯電話機等の携帯端末を介してサーバ４
，４ａと通信を行う構成としてもよい。この場合、生体情報計測装置３，３ａと携帯端末
との通信は有線通信によるものであってもよいし、近距離無線通信によるものであっても
よい。なお、携帯端末とサーバ４，４ａとの通信は、公衆通信網と基地局とを介して行う
構成とすればよい。また、前述した提示部３５の機能を携帯端末の表示装置や音声出力装
置に担わせる構成としてもよい。
【０１１５】
　なお、本発明は、上述した実施形態及び変形例に限定されるものではなく、請求項に示
した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態及び変形例にそれぞれ開示された技
術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【０１１６】
１，１ｂ　診断支援システム、２　車両側ユニット、３，３ａ，３ｂ　生体情報計測装置
、４，４ａ　サーバ、３０，３０ａ，３０ｂ　計測関連部、３３　近距離通信部、３４　
広域通信部（送信部）、３５，３５ｂ　提示部（問診部）、３６　診断部、３０１　脈波
センサ（生体センサ）、３０２　心拍計測部（生体センサ）、３０３　血圧計測部（生体
センサ）、３０４　蓄積部、３０５　異常判定部、３０６　停車判定部、３０７　報知処
理部、３０８，３０８ａ　ユーザ情報記憶部、３０９，３０９ａ　送信制御部、３１０　
運転判定部、３１１　問診判断部

【図１】
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【図３】
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